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　なお、令和２年８月１日以降に育児休業を開始している方については、賃金支払基礎日数が11日以上の月
が12か月ない場合、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を１か月として算定します。
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東京都千代田区霞が関１の２の２
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被保険者本人が記名押印又は自筆による
署名のいずれかにより記入してください。
ただし、申請内容等を事業主等が被保
険者に確認し、合意のもと「記載内容に
関する確認書・申請等に関する同意書」
を作成・保存することで被保険者の署
名・押印を省略することができます。
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　　また、あらかじめ１歳に達する日又は１歳６か月に達する日の翌日について保育所等における保育が実施され
るように申込みを行っていない場合など復職の意思がない場合は該当しません。保育所等による保育の申込み時
期等については、市町村にご確認願います。
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※保育所などの入所申込みを行い、第一次申込みで内定を受けていたにもかかわらず、これを辞退し、第二次申込みで落選した場合には、落選を知らせる「保
育所入所保留通知書」にこうした事実が付記されることがあります。こうした付記がされた「保育所入所保留通知所」をハローワークに提出された場
合は、保育所などの内定を辞退した理由を本人に確認し、やむを得ない理由※がない場合には、育児・介護休業法に基づく適正な申出にあたらず、延
長申請は認められません。
(※「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等に変更があり、内定した保育所などに子どもを入所
させることが困難であったこと等になります。)
　なお、市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談ください。
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